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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波振動子を移動しながら超音波エコー信号を取得して超音波画像を構築する超音波診
断装置において、
　前記超音波振動子の位置を連続的に検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された位置データに前記超音波エコー信号を関連付ける関連付
け手段と、
　前記検出手段により得られた前記超音波振動子の位置データの不要成分を除去して補正
する補正手段と、
　前記補正手段により補正された位置データを基に前記超音波エコー信号より超音波画像
を構築する超音波画像構築手段と、
　を備え、
　前記補正手段は、前記位置データをｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向成分に分解し、分解され
た各位置データの各々に対して独立に多項式近似を行うことで、前記補正を行うことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
超音波振動子を移動しながら超音波エコー信号を取得して超音波画像を構築する超音波診
断装置において、
　前記超音波振動子の位置を連続的に検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された位置データに前記超音波エコー信号を関連付ける関連付
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け手段と、
　前記検出手段により得られた前記超音波振動子の位置データの不要成分を除去して補正
する補正手段と、
　前記補正手段により補正された位置データを基に前記超音波エコー信号より超音波画像
を構築する超音波画像構築手段と、
　を備え、
　前記補正手段は、前記位置データをｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向成分に分解し、分解され
た各位置データの各々に対して独立に曲線で近似することで、前記補正を行うことを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項３】
前記多項式又は前記曲線が次数ｎのべき級数であり、前記次数ｎを入力する入力手段を設
け、前記入力手段によって前記次数ｎを任意の値に設定することを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波診断装置に関し、詳しくは呼吸等の影響を押えて正確な３次元画像を得
ることの出来る超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、生体に超音波を照射し、その反射波を受信して超音波断層像を得て、診断や生
検等を行う超音波診断装置が知られている。また、近年では、より高精度な診断等を行う
ために、被検体の２次元的な超音波断層像を用いて３次元データを生成し、この３次元デ
ータと位置情報に基づき３次元画像を構築可能とする超音波診断装置も提案されている。
【０００３】
この種の超音波診断装置としては、本件出願人によって提案がなされた例えば特開平１０
－２４８８５２号公報に記載の超音波画像診断装置や、特開２００２－３４５７２５号公
報に記載の内視鏡システムがある。
【０００４】
前者の特開平１０－２４８８５２号公報に記載の超音波画像診断装置では、挿入部先端に
超音波振動子を設けた超音波内視鏡先端に送信もしくは受信コイルを設け、位置算出手段
により先端の位置を算出することで、３次元データを得るための技術が開示されており、
画質の良好な超音波画像を取得してその超音波画像から３次元データを構成でき、その他
の目的に使用する際も操作性の良く検査を行うことができる目的を達成しようとしている
。
【０００５】
また、後者の特開２００２－３４５７２５号公報の記載の内視鏡システムでは、マーカー
コイルを患者の体表面に設置し、プローブ先端側に配されたソースコイルとの位置関係か
ら呼吸による移動量を検出し、この検出結果に基づき呼吸によるプローブ先端の位置補正
を行い、３次元画像を生成する技術が開示されており、人体に悪影響を与えることなしに
、且つ呼吸による肺全体の変動に影響されず、気管支鏡の先端と観察対象部位との位置関
係を正確にリアルタイムで表示できる目的を達成しようとしている。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１０－２４８８５２号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開２００２－３４５７２５号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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ところで、体腔内では臓器に対してプローブの位置が一定であっても、呼吸や拍動の影響
で相対的に臓器が動いてしまう現象が生じることがある。
【０００９】
例えば腹部の臓器は患者の呼吸による横隔膜の移動により臓器が呼吸に同期して動いてし
まう。一方、位置検出をしているアンテナは固定されているため、プローブを臓器や管腔
に沿って動かし複数の２次元像を取得し、それを位置情報に基づいて３次元像に構築した
場合画像が歪んでしまうといった問題が生じることになる。
【００１０】
しかしながら、前記特開平１０－２４８８５２号公報に記載の超音波画像診断装置では、
上記問題を解決するための技術については開示されてはおらず、また、前記特開２００２
－３４５７２５号後方に記載の内視鏡システムでは、マーカーコイルを用いて位置の補正
を行なって３次元画像を構築してはいるものの、腹部の臓器に対して診断を行う場合、腹
部にはマーカーを固定できるような骨等がないので結果として補正が行えず、上記問題を
解決するには至っていないのが現状である。
【００１１】
そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、簡単な構成で呼吸等の影響を抑え
て正確な３次元画像を得ることのできる超音波診断装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明の超音波診断装置は、超音波振動子を
移動しながら超音波エコー信号を取得して超音波画像を構築する超音波診断装置において
、前記超音波振動子の位置を連続的に検出する検出手段と、前記検出手段により検出され
た位置データに前記超音波エコー信号を関連付ける関連付け手段と、前記検出手段により
得られた前記超音波振動子の位置データの不要成分を除去して補正する補正手段と、前記
補正手段により補正された位置データを基に前記超音波エコー信号より超音波画像を構築
する超音波画像構築手段と、を備え、前記補正手段は、前記位置データをｘ軸、ｙ軸、ｚ
軸の各方向成分に分解し、分解された各位置データの各々に対して独立に多項式近似を行
うことで、前記補正を行うことを特徴とするものである。
【００１３】
請求項２に記載の発明の超音波診断装置は、超音波振動子を移動しながら超音波エコー信
号を取得して超音波画像を構築する超音波診断装置において、前記超音波振動子の位置を
連続的に検出する検出手段と、前記検出手段により検出された位置データに前記超音波エ
コー信号を関連付ける関連付け手段と、前記検出手段により得られた前記超音波振動子の
位置データの不要成分を除去して補正する補正手段と、前記補正手段により補正された位
置データを基に前記超音波エコー信号より超音波画像を構築する超音波画像構築手段と、
　を備え、前記補正手段は、前記位置データをｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向成分に分解し、
分解された各位置データの各々に対して独立に曲線で近似することで、前記補正を行うこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項３に記載の発明の超音波診断装置は、請求項１又は請求項２に記載の超音波診断
装置において、前記多項式又は前記曲線が次数ｎのべき級数であり、前記次数ｎを入力す
る入力手段を設け、前記入力手段によって前記次数ｎを任意の値に設定することを特徴と
するものである。
【００１６】
この構成により、簡単な構成で呼吸等の影響を抑えて正確な３次元画像を得ることのでき
る超音波診断装置を実現できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
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第１の実施の形態：
（構成）
図１は本発明に係る超音波診断装置の第１の実施の形態を示し、該装置全体のシステム構
成を示すブロック図である。
【００１９】
本実施の形態の超音波診断装置１は、図１に示すようにシステムとして構成されたもので
、具体的には超音波内視鏡２と、該超音波内視鏡２と電気的に接続される超音波観測部１
Ａと、前記超音波内視鏡２に対して所定の位置に配される位置検出部３と、前記超音波観
測部１Ａにより生成された超音波断層像等を表示するモニタ４と、使用者により各種設定
や入力操作を行うためのキーボード５，マウス６とを含んで構成されている。
【００２０】
超音波内視鏡２は、例えばメカニカルラジアル走査型の超音波内視鏡であり、被検体体腔
内への可捲性のある材質で構成された挿入部２Ａと、挿入部２Ａ先端に配された超音波振
動子２０（図２参照）を駆動するモータ２ｂを備えた駆動部２Ｂとを設けて構成されてい
る。
【００２１】
超音波振動子２０により得られた超音波信号は、駆動部２Ｂを介して超音波観察部１Ａに
供給される。また駆動部２Ｂは、前記超音波観察部１Ａ内の後述する制御手段としてのコ
ントローラ１４によってその駆動が制御されるようになっている。
【００２２】
次に、前記超音波内視鏡２の挿入部２Ａ先端部の構成について図２及び図３を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２３】
図２は図１の超音波内視鏡先端部の詳細な構成を示す構成図で、図３は図２の超音波内視
鏡の挿入方向（Ｘ，Ｙ，Ｚ方向）に対応した位置データを表した図である。
【００２４】
図２に示すように、超音波内視鏡２の挿入部２Ａ先端部には、音響的に半透明な先端キャ
ップ２１が設けられている。
【００２５】
先端キャップ２１の内部には超音波振動子２０が設けられており、先端キャップ２１内に
はいわゆる音響媒体（図示せず）が充填されている。
【００２６】
超音波振動子２０は、挿入部２Ａと同様に可撓性のある材質で作られたフレキシブルシャ
フト２Ｃに接続されている。
【００２７】
フレキシブルシャフト２Ｃの基端部は、図１に示す駆動部２Ｂ内のモータ２ｂに機械的に
接続されている。
【００２８】
超音波振動子２０は、前記フレキシブルシャフト２Ｃ内の信号線（図示せず）を介して駆
動部２Ｂ経由で超音波観測部１Ａ内の画像構築回路７（後述）と電気的に接続している。
【００２９】
また、挿入部２Ａ先端には、空間に磁場を張る送信コイル２ａが設けられており、この送
信コイル２ａは、信号線を介して位置検出部３内のコイル駆動回路３ａ（後述）と接続し
ている。
【００３０】
この送信コイル２ａは、図２中の拡大図に示すように、該超音波内視鏡２の体腔内の挿入
方向をＺ方向、このＺ方向に対し略垂直な方向をＹ方向とすると、これら直交する２方向
（図３に示すＹ方向、Ｚ方向）を軸（Ｚ軸，Ｙ軸）として巻き線が巻回されて構成されて
おり、この場合、Ｙ軸は、該超音波内視鏡２の挿入方向であるｚ軸に垂直で、ラジアル走
査平面Ｒ１（後述）に平行な方向となっている。
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【００３１】
上記超音波内視鏡２と電気的に接続される超音波観測部１Ａは、図１に示すように、画像
構築回路７，画像処理回路８，表示回路９，３次元データ記憶部１０，通信回路１１，外
部入力制御回路１２，バス１３，コントローラ１４及び画像メモリ１５を含んで構成され
ている。
【００３２】
画像構築回路７は、超音波振動子２０にパルス電圧状の励起信号を出力するとともに、超
音波振動子２０からのエコー信号に各種の受信信号処理を施して超音波の画像データを構
築し、バス１３及び画像メモリ１５に供給する。
【００３３】
画像メモリ１５は、複数枚の画像データを記憶するメモリであり、コントロール１３によ
ってその記憶、読み出し制御がなされるようになっている。
【００３４】
画像処理回路８は、供給された画像データに各種の画像処理を施し、表示回路９及びバス
１３に供給する。
【００３５】
表示回路９は、前記モニタと電気的に接続されており、供給された画像データにＤ／Ａ変
換処理を施しアナログビデオ信号に変換して前記モニタ４に表示させる。
【００３６】
３次元データ記憶部１０は、ハードディスクや大容量のメモリで構成されたもので、バス
１３を介して供給された３次元データを記憶し、この３次元データの記憶、及び読み出し
はコントローラ１４によって制御されるようになっている。
【００３７】
通信回路１１は、前記位置検出部３との間で通信を行い位置方向データを受信しバス１３
を介してコントローラ１４に供給する。
【００３８】
外部入力制御回路１２は、該外部入力制御回路１２と電気的に接続されるキーボード５や
マウス６からの操作入力に基づく入力情報をバス１３を介してコントローラ１４に供給す
る。
【００３９】
さらに、超音波観測部１Ａにおいては、上述したこれらの各回路、各部に制御命令やデー
タの授受をするためのバス１３が各回路群に接続されており、このバス１３を経由して各
回路に制御命令を出すコントローラ１４が設けられている。このコントローラ１４は、該
超音波診断装置全体の各種制御を行う制御手段である。
【００４０】
一方、位置検出部３は、送信コイル２ａにコイル励振信号を出力するコイル駆動回路３ａ
と、所定の配置方法で特定の位置に固定され、送信コイル２ａが張る磁場を逐次検知して
電気的な受信信号を出力する複数の受信コイル（以下、受信コイル群と称す）３ｃと、該
受信コイル群３ｃが出力する受信信号から位置方向データを出力する位置算出回路３ｂと
、含んで構成されている。
【００４１】
このような構成の位置検出部３では、前記位置算出回路３ｂにより算出された位置方向デ
ータが、前記超音波観測部１Ａ側に送信され、該超音波観測部1Ａ内の通信回路１１によ
り受信された後、コントローラ１４に供給されるようになっている。
【００４２】
（作用）
次に、本実施の形態の超音波診断装置の作用について図１乃至図４を参照しながら詳細に
説明する。なお、図１中に示す太破線は画像データの流れ、細破線は位置方向データの流
れ、実線はその他の信号／データの流れをそれぞれ示している。
【００４３】
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先ず、ラジアル断層像を構築する作用について説明する。
【００４４】
本実施の形態の超音波診断装置１において、超音波振動子２０は、超音波観測部１Ａ内の
画像構築回路７からのパルス電圧状の励起信号を受け取って媒体の疎密波である超音波の
ビームに変換する（図２参照）。
【００４５】
超音波ビームは、音響媒体と先端ギャップ２１とを伝わり超音波内視鏡２外部へと照射さ
れ、被検体内からの反射エコーが超音波ビームとは逆の経路を辿って超音波振動子２０へ
戻る。
【００４６】
そして、超音波振動子２０は反射エコーを電気的なエコー信号に変換して励起信号とは逆
の経路で画像構築回路７に供給する。
【００４７】
さらに、この作用を反復的に繰り返す一方で、駆動部２Ｂ内のモータ２ｂが回転すること
によりフレキシブルシャフト２Ｃと超音波振動子２０がそれぞれ図２中に示す矢印Ａの方
向へ回転する。
【００４８】
このため、図２に示すように、超音波ビームが、超音波内視鏡２の挿入部２Ａに垂直な平
面（以下、ラジアル走査平面と称す）Ｒ１内を順次放射状に照射され、いわゆるメカニカ
ルラジアル走査（以下、単にラジアル走査と称す）が実行されることになる。
【００４９】
その後、画像構築回路７は、超音波振動子２０からのエコー信号に包絡線検波・対数増幅
・Ａ／Ｄ変換・スキャンコンバート（ラジアルスキャンで生成された極座標系のデータを
直交座標系の画像データに変換する処理）等の公知の処理を施して超音波の画像データ（
以下、ラジアル断層像）を構築する。そして、画像構築回路７は、構築したラジアル断層
像をバス１３を介して画像メモリ１５に出力し、画像メモリ１５はコントローラ１４の制
御によりこれを記憶する。
【００５０】
次に、位置方向信号／位置方向データに関わる作用について説明する。
【００５１】
図１に示す超音波診断装置１が起動すると、位置検出部３のコイル駆動回路３ａは、動作
を起動し、送信コイル２ａにコイル励振信号を逐次出力する。
【００５２】
すると、送信コイル２ａは、図１に示すように空間に磁場を張る。そして、受信コイル群
３ｃは、この磁場を逐次検知して位置算出回路３ｂに電気的な受信信号を出力する。
【００５３】
これを受け位置算出回路３ｂは、受信信号を基に位置方向データを算出し、算出した位置
方向データを、超音波観察部１Ａ内の通信回路１１ヘ出力する。
【００５４】
なお、この位置方向データは、送信コイル２ａの受信コイル群３ｃに対する位置と方向と
を含んだデータとする。具体的には、位置方向データは、送信コイル２ａの位置だけでな
く、超音波内視鏡２の挿入方向（図２に示すＺ方向（Ｚ軸方向））と、ラジアル走査平面
Ｒ１に平行な特定の方向（図２に示すＹ方向（Ｙ軸方向））とを含んでいるものとする。
例えば、図２に示すＹ軸がラジアル走査平面Ｒ１の１２時方向（モニタ４に表示されたと
きの上方向）になるよう送信コイル２ａを取り付けると、位置方向データはラジアル断層
像の法線方向（図２に示すＺ軸方向）と１２時方向（図２に示すＹ軸方向）とを含むこと
になる。
【００５５】
通信回路１１は、受信した位置方向データをバス１３に出力する。バス１３に出力された
位置方向データは、コントローラ１４の制御により、バス１３を介して画像メモリ１５に
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出力され記憶される。このとき、コントローラ１４は、ラジアル断層像の画像データと位
置方向データとを同期、関連づけて前記画像メモリ１５に記憶させるように制御する。
【００５６】
次に、本実施の形態の特徴となる３次元画像の生成する作用について図３乃至図６を参照
しながら詳細に説明する。
【００５７】
図３乃至図６は本実施の形態の特徴となる作用を説明するためのもので、図３は図２の超
音波内視鏡の挿入方向（Ｘ，Ｙ，Ｚ方向）に対応した位置データを表した図で、図３（ａ
）は呼吸性移動のキャンセルをしないときの位置データを示し、図３（ｂ）は本実施の形
態における補正処理を施した位置データを示している。また、図４（ａ）は図３（ａ）に
示す位置データであるときの３次元画像を示す画面表示図であり、図４（ｂ）は図３（ｂ
）に示す位置データであるときの３次元画像を示す画面表示図をそれぞれ示している。さ
らに、図６は本実施の形態の特徴となるコントローラによる制御動作例を示すフローチャ
ートである。
【００５８】
いま、図１に示す超音波診断装置１を用いて診断を行うものとする。
【００５９】
すると、図１に示す超音波内視鏡２でラジアルスキャンをしながら順次手引き走査により
超音波内視鏡２自体を移動して、ラジアル画像を取得する。
【００６０】
このとき、超音波観察部１Ａのコントローラ１４は、前述したように位置方向データをそ
のときに取り込んだ画像と関連付けて同時に画像メモリ１５に記録させる。そして、コン
トローラ１４は、画像処理回路８７によって、この位置方向データを基に、画像メモリ１
５からそれに対応して読み出された画像データに処理を施して３次元画像を得る。
【００６１】
この場合、位置検出部３の受信コイル群３ｃと臓器が一定の位置関係にある場合はきれい
な３次元画像が得られることになる。しかし、実際には、臓器が患者の呼吸により横隔膜
等が動いたり、心臓の拍動により手引きで走査している動きだけでなく、呼吸性の移動や
心拍性の移動による動きにより波打った画像になってしまう。
【００６２】
図３（ａ）及び図４（ａ）はこのときの様子が示されている。つまり、図３（ａ）は図中
上から超音波内視鏡２のＸ軸，Ｙ軸，Ｚ軸方向それぞれの位置検出に対応した位置データ
をグラフ化したものである。
【００６３】
つまり、図３（ａ）において、通常管腔状の臓器の中を一定方向で走査した場合、Ｘ軸，
Ｙ軸，Ｚ軸方向の位置データ値はなめらかな曲線を描く。これは超音波内視鏡２が体内の
管腔状の臓器を走査し、且つ走査範囲が数センチから数１０センチに限られているために
その走査範囲はきわめてなだらかな位置移動になる。しかし、ここで呼吸性の移動が加わ
ると、図３（ａ）のＸ軸，Ｙ軸のように一定周期での波打った動きが記録されてしまう。
そして、この位置データに基づく３次元画像を構築し表示した場合には、図４（ａ）に示
すようにモニタ４には歪んだ３次元画像５０が表示されることになる。
【００６４】
そこで、本実施の形態では、コントローラ１４によってこれを補正する補正処理制御を行
う。具体的には、上述した呼吸性移動をキャンセルするための図６に示す処理ルーチンを
実行する。
【００６５】
すなわち、コントローラ１４は、ステップＳ１０１の処理にて、３次元画像を構成するた
めに必要なデータ範囲、つまり、取り込んだデータに対し３次元表示したい領域を、使用
者からのキーボード５，あるいはマウス６による操作に基づき設定する。
【００６６】
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応する位置データを読み出し、画像処理回路８に供給して補正処理を行わせる。
【００６７】
一般的に、走査開始直後や走査終了間際は不要なデータがあることが多い。したがって、
この不要な部分を取り除くことにより、後述する多項式近似等、曲線で近似した場合に有
効データ前後の不要なデータによる影響を少なくする目的がある。
【００６８】
　すなわち、本実施の形態において、コントローラ１４は、続くステップＳ１０３～ステ
ップＳ１０５の処理で、この必要な部分に限定されたデータ範囲におけるＸ，Ｙ，Ｚ軸各
方向において曲線近似によるデータの平滑化処理を行なうように画像処理回路８を制御す
る。つまり、ステップＳ１０３の処理にてＸ軸の位置データ（位置情報）に対し曲線近似
によるデータの平滑化処理を行い、その後、ステップＳ１０４の処理にてＹ軸の位置デー
タ（位置情報）に対し曲線近似によるデータの平滑化処理を行い、その後、ステップＳ１
０５の処理にてＺ軸の位置データ（位置情報）に対し曲線近似によるデータの平滑化処理
を行う。
【００６９】
下記に、前述した多項式近似の説明を行う。
【００７０】
本実施の形態では、曲線近似としてべき級数の多項式による近似を用いる。
【００７１】
図７はｘ軸方向の位置データを近似する際の説明図である。横軸は位置データが取られた
時刻ｔ、位置ｘである。
【００７２】
まず、各測定時刻と位置データの各測定値を測定点Ｐ1 （ｔ1 ，ｘ1 ）、Ｐ2 （ｔ2 ，ｘ
2 ）、Ｐ3 （ｔ3 ，ｘ3 ）…ＰN （ｔN ，ｘN ）として図７上にプロットする。
【００７３】
次に、近似すべき曲線として次式のｎ次多項式を与える。
【００７４】
【式１】

図７中にこの多項式で与えられる曲線が描かれている。
【００７５】
課題は、測定点の近くを通るような曲線ｘ＝ｆ（ｔ）　（以下、回帰曲線と称す）を求め
ることだが、ここでは最小２乗法を用い、各測定点と回帰曲線との距離を縦方向に測って
その二乗和が最も小さくなるように求めることにする。二乗和Ｆは、ａ0 ，ａ1 ，ａ2 ，
ａ3 …，ａn の関数となり、次式で与えられる。
【００７６】
【式２】

一般に、多項式の次数を有限のｎ（ｎは自然数）にした場合、Ｆを最小にするａ0 ，ａ1 
，ａ2 ，ａ3 …，ａn は次式で与えられる。なお、本実施の形態では多項式の最大関数ｎ
はキーボード５，もしくはマウス６を通じて、操作者が任意の値を入力することができる
よう構成されている。
【００７７】
【式３】
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【式４】

【００７９】
【式５】

【００８０】
【式６】
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ステップＳ１０４でのｙ軸方向での多項式近似、ステップＳ１０５でのｚ軸方向での多項
式近似は上述と同様である。
【００８１】
なお、本実施の形態では、多項式近似としてべき級数による近似を用いたが、この例によ
らず、他種の多項式で近似しても差し支えない。
【００８２】
この際の近似の次数は、あまり少ないと実際の手引き走査の動きからの誤差が大きくなっ
てしまうし、多すぎると呼吸による動きをキャンセルする効果が少なくなってしまう。す
なわち、多項式近似では次数を変化させることにより、近似曲線を自由に設定できるが、
１次だと回帰曲線は単に直線となってしまい交流成分は全く無くなり、本来の超音波内視
鏡２の移動成分も抑制されてしまう。一方、１０次では実際の検出された位置データに殆
ど近い形になるが、細かい移動成分が除去できない。そのため、対象とする臓器の位置に
もよるが５次程度の次数が望ましい。
【００８３】
　その後、コントローラ１４は、続くステップＳ１０６の処理にて、上記ステップＳ１０
３～ステップＳ１０５の処理にて処理されたデータ（図３（ｂ）参照）を、再び対応する
画像に関連付けられて画像メモリ１５に記録し、そして、そのデータを基に３次元画像を
構成する。これにより、呼吸性移動の影響を少なくした３次元画像が得られ、モニタ４に
表示した場合には、例えば図４（ｂ）に示すように歪みが生じていない良好な３次元画像
１０Ａを表示させることができる。
　なお、このように生成された３次元画像データは、コントローラ１４によって、３次元
データ記憶部１０に記憶される。
【００８４】
なお、このように生成された３次元画像データは、コントローラ１４によって、３次元デ
ータ記憶部１０に記憶される。
【００８５】
（効果）
したがって、本実施の形態によれば、上記のように検出された位置データに対し多項式近
似によるデータの平滑化処理等の補正処理を行い、この補正結果に基づき３次元画像を生
成するようにしているので、簡単な構成で呼吸等の影響を抑えて正確な３次元画像を得る
ことが可能となる。
【００８６】
第２の実施の形態：
（構成）
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図５は本発明に係る超音波診断装置の第２の実施の形態を示し、該装置全体のシステム構
成を示すブロック図である。
【００８７】
本実施の形態では、図５に示すように、前記第１の実施の形態における通信回路１１とバ
ス１３のと間に位置データ補正部１６を設け、この位置データ補正部１６によって、前記
第１の実施の形態にて行った多項式近似によるデータの平滑化処理を行わずに、検出した
位置データに対し周波性成分を持った呼吸性移動をキャンセルする補正処理を行うように
構成したことが特徴である。
【００８８】
その他の構成については前記第１の実施の形態と同様である。
【００８９】
(作用）
次に、本実施の形態の超音波診断装置の作用について説明する。なお、本実施の形態の特
徴となる位置データの補正処理のみを説明する。
【００９０】
本実施の形態においては、位置検出部３の位置算出回路３ｂより送られてきた位置データ
は、通信回路１１を経て位置データ補正部１６に入力される。
【００９１】
この位置データ補正部１６は、図示はしないがローパスフィルタ（ＬＰＦ）を備えて構成
されており、手引きによる移動と呼吸性移動による変化量の差を利用し、該ローパスフィ
ルタ（ＬＰＦ）に位置データを通すことで、不要成分のデータを除去し、すなわち、周波
性成分を持った呼吸性移動をキャンセルする補正処理を行う。
【００９２】
これにより、前記第１の実施の形態と同様に、呼吸性移動の影響を少なくした３次元画像
が得られ、モニタ４に表示した場合には、例えば図４（ｂ）に示すように歪みが生じてい
ない良好な３次元画像１０Ａを表示させることができる。
【００９３】
なお、位置補正データ補正部１６の前記ＬＰＦは、一般的に公知の処理を用いる。また該
ＬＰＦの周波数特性は、手引きの走査スピードと呼吸性移動の特性から十分余裕をもった
設定にすることが必要である。
【００９４】
その他の作用については前記第１の実施の形態と同様である。
【００９５】
（効果）
したがって、本実施の形態によれば、多項式近似によるデータの平滑化処理を行わずに、
位置データ補正部１６のＬＰＦによる位置データの補正処理を行った場合でも、前記第１
の実施の形態と同様の効果を得ることが可能となる。
【００９６】
第３の実施の形態：
（構成）
図８は本発明に係る超音波診断装置の第３の実施の形態を示し、前後の位置データを平均
化処理することを示した図である。
【００９７】
本実施の形態では、図５に示した前記第２の実施の形態と同じ構成ではあるが、位置デー
タ補正部の処理が異なることが特徴である。
【００９８】
（作用）
次に、本実施の形態の超音波診断装置の作用について説明する。なお、本実施の形態の特
徴となる位置データの補正処理のみを説明する。
【００９９】
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位置検出部３により送られてきた位置データは、通信回路１１を経て位置データ補正部１
６に入力される。位置データは、外部のノイズや環境条件により様々なノイズ成分を含む
ことがある。例えばセンサを固定しても位置データは多少変動している。そこで、本実施
の形態では、位置データ補正部１６は、この揺らぎを除去するための位置データの平均化
処理を行う。図８は前後の位置データを平均化することを示している。
【０１００】
（効果）
したがって、本実施の形態によれば、位置データの平均化処理により、位置精度の揺らぎ
を除去する効果がある。その他の効果については前記第２の実施の形態と同様である。
【０１０１】
なお、本発明は、上記第１，第２，第３の実施の形態では、それぞれ効果が異なるので組
み合わせて使用することにより、さらに高い効果が得ることも可能である。
【０１０２】
また、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、体外式の超音波診断装置への
適用、また本発明の範囲を逸脱しない範囲での応用や組み合わせも適用される。
【０１０３】
［付記］
以上詳述したような本発明の上記実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【０１０４】
（１）　超音波振動子を備えた体腔内超音波プローブが出力する超音波エコー信号を基に
体腔内超音波断層像を構築する画像処理手段を設けた超音波診断装置において、
前記体腔内超音波プローブの走査平面の被検体が持つ座標系に対する位置データを検出す
る検出手段と、
前記検出手段により得られた位置データのノイズ成分を補正する補正手段と、
を具備したことを特徴とする超音波診断装置。
【０１０５】
（２）　前記補正手段は、前記位置データを多項式近似による補正によりノイズ成分を補
正することを特徴とする（１）に記載の超音波診断装置。
【０１０６】
（３）　前記補正手段は、前記位置データをＬＰＦによりノイズ成分を補正することを特
徴とする（１）に記載の超音波診断装置。
【０１０７】
【発明の効果】
以上、述べたように本発明によれば、簡単な構成で呼吸等の影響を抑えて正確な３次元画
像を得ることのできる超音波診断装置の実現が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の第１の実施の形態を示し、該装置全体のシステム
構成を示すブロック図。
【図２】図１の超音波内視鏡先端部の詳細な構成を示す構成図。
【図３】図３は図２の超音波内視鏡の挿入方向（Ｘ，Ｙ，Ｚ方向）に対応した位置データ
を表した図。
【図４】図３に示す位置データであるときの３次元画像を示す画面表示図。
【図５】本発明に係る超音波診断装置の第２の実施の形態を示し、該装置全体のシステム
構成を示すブロック図。
【図６】第１の実施の形態の特徴となるコントローラによる制御動作例を示すフローチャ
ート。
【図７】ｘ軸方向の位置データを近似する際の説明図。
【図８】本発明に係る超音波診断装置の第３の実施の形態を示し、位置データ補正部によ
る位置データの平均化処理を説明するための説明図。
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【符号の説明】
１…超音波診断装置、
１Ａ…超音波観察部、
２…超音波内視鏡、
２Ａ…挿入部、
２Ｂ…駆動部、
２Ｃ…フレキシブルシャフト、
２ａ…送信コイル、
２ｂ…モータ、
３…位置検出部、
３ａ…コイル駆動回路、
３ｂ…位置算出回路、
３ｃ…受信コイル群、
４…モニタ、
５…キーボード、
６…マウス、
７…画像構築回路、
８…画像処理回路、
９…表示回路、
１０…３次元データ記憶部、
１１…通信回路、
１２…外部入力制御回路、
１３…バス、
１４…コントローラ、
２０…超音波振動子、
２１…先端キャップ、
Ｒ１…ラジアル走査平面。
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